
子ども手当に関する共同声明 

 
 

  子ども手当に関する五大臣会合を受け、平成２３年度の子ども手当に関す

る政府案の概要が示され、平成２２年度限りの暫定措置であった児童手当分

の地方負担が継続して求められることが明らかになった。 

 

  我々地方は昨年来、保育所のようなサービス給付については、それぞれの

地域の実態に応じた形で地方自治体の創意工夫により地方が担当すべきであ

る一方、子ども手当のような全国一律の現金給付については、国が担当し全

額を負担すべきと一貫して主張し続けてきた。それにもかかわらず、地方負

担が再び継続されることとなったことは、誠に遺憾である。 

 

一方、保育料や学校給食費について、子ども手当から徴収できる仕組みが

導入される方向となった。このことは、住民間の公平・公正を確保する観点

から地方が強く要請してきたものであり、その努力を多としたい。 

 

 また、地方の子育て支援サービスの拡充のため、新たな交付金制度が設け

られることとなった。現金給付とサービス給付とのバランスを取るものであ

り、評価したい。地域の実情に応じた柔軟で自由度の高い制度設計を求める

ものである。 

 

平成２４年度以降の子ども手当の制度設計に当たっては、我々の主張を踏

まえ、現金給付とサービス給付に係る国と地方の役割分担及び経費負担のあ

り方を含め、幅広く検討する場が設けられることとなった。税制改正による

地方の増収分について、その使途を国が実質的に決めるようなことがあって

はならない。十分な協議・検討の上で、地方の理解が得られるかたちで制度

改正が行われるよう求める。 

 

  平成２２年１２月２１日 
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